
　夜間の外出時は、反射材を身につけ
る等の工夫をしましょう！
　また、道路を渡る際は必ず止まって
安全確認をする、少し遠回りになって
も信号や横断歩道のあるところから
渡る、青信号でも安全確認をする等、
交通事故からご自身の身を守りま
しょう。

　上京消防団では、12月20日（日）～31日（木）に「年末特別警戒」を実施し
ます。夜間パトロールや巡回広報等、全団員が総力を挙げて地域の出火防止に
取り組みます。
　また、上京消防署では、12月15日（火）～31日（木）に「年末防火運動」を
実施し、出火防止及び焼死者防止に重点を置いた取組を行います。

≪各ご家庭で実施していただきたい事項≫
●暖房器具は、燃えやすい物から離れた位置で使用しましょう。
●調理場を離れる際は、必ず火を消しましょう。
●吸い殻はしっかりと消しましょう。
●家の周りに、燃えやすい物を置かないようにしましょう。
● 住宅用火災警報器を設置し、適切な維持管理を 
行いましょう。

年末特別警戒・年末防火運動を実施!!

年末の交通事故防止府民運動の実施

　冬場には、道路の凍結や積雪による車のスリッ
プ事故、歩行者や自転車の転倒事故が多く発生
します。
　このため、市が管理する道路、橋等に凍結防
止剤（融雪剤）を配置しています。また、近隣
道路の散布用に凍結防止剤が必要な場合は、土
木事務所でお渡ししていますので、凍結のおそ
れがある際には、散布していただきますようご協力をお願いします。
問＝北部土木事務所（☎492-3111）

上京警察署（☎465-0110）
〒602-8386上･御前通今小路下る馬喰町

毎月

25日は 上京の安心安全点検日
「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」

上京消防署（☎431-1371、FAX414-1999）
〒602-8031上・釜座通下立売下る
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北部土木事務所です
「道路の凍結・積雪対策」

こんにちは

凍結防止剤は１㎡あたり
一握りが目安です。
均一に散布してください。

賛助会員募集
　区社会福祉協議会では、賛助会員を募集しています。
会費は、高齢者を対象とした「ふれあい配食」等の見守
り活動、乳幼児とその親を対象とする「子育てサロン」
等の実施に活用しています。福祉のまちづくりの推進に
ご協力をお願いします。
会費（年間・一口）　個人500円、団体5,000円
募集期間　３月31日（水）まで
問＝ 上京区社会福祉協議会  
（☎432-9535、区総合庁舎２階㉒番窓口）

《年末の大掃除は計画的に》
　年末は大掃除等のごみが増え、家庭ごみの収集に影響
が出ますので、ごみはこまめに出すよう心がけてくださ
い。また、大型ごみのお申し込みも集中しますのでご注
意ください。早めの準備で気持ちの良い新年を迎えま
しょう。

《 １月の移動式拠点回収～身近な場所で資源物
を回収します～》
日時　①１月13日（水）辰巳公園
　　　②１月27日（水）桜井公園
　　　いずれも14:30～15:30
上京エコまちステーション 検索
※ 年末年始はごみの収集日が通常の日と変わりますので
ご注意ください。その他、詳細は本号折込みに掲載。
問＝上京エコまちステーション（☎366-0776）

国民健康保険からの 
お知らせ

保険料の納付には、 
便利な口座振替を 
ご利用ください

　国保の口座振替の手続きには
ペイジー口座振替受付サービス
が便利です。
　ペイジー口座振替受付サービ
スとは、対象金融機関のキャッ
シュカードで簡単に口座振替の
申込手続ができるサービスです。
是非ご利用ください（後期高齢
者医療制度は対象外）。

問＝ 保険年金課（資格担当）  
（☎441-5130）

特別障害者手当　
　日常生活で常時特別の介護を必要とする
20歳以上の在宅の重度障害者（月額27,350円）
障害児福祉手当　
　日常生活で常時の介護を必要とする20歳
未満の在宅及び入院中の重度障害児（月額
14,880円）
外国籍市民重度障害者特別給付金
　旧国民年金法の国籍条項により障害基礎
年金を受給することができない重度障害を
有する本市在住の外国籍市民（月額41,300円）
※ いずれも原則年４回支払。所得状況に
より支給が制限される場合あり。
問＝ 障害保健福祉課  
（☎441-5121、３階㉛番窓口）

重度障害のある方への
手当のご案内

申請をお考えの方は、電話又は窓口にて
ご相談ください

エコまちエコまち
ステーションだよりステーションだより

右よし！左よし！

展示の様子

（３）　令和２年１２月１５日　　第３００号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　上京区版
自治会・町内会に入って住みよいまちに
京都市は、自治会・町内会を応援しています


